
 

 

３ つ の 標 準 服（男女共通） 令和４年１２月改訂 

 

冬服（主に秋～冬～春）    合服（主に春、秋）    夏服（主に春～夏～秋） 

（上）紺のブレザー               （上）長袖・白色を基調        （上）半袖・白色を基調 

（下）半ズボン又はプリ－ツスカ－ト     （下）冬服と同じ型           （下）冬服と同じ型 

 

 

 

 

(全ての時期において、華美でないベスト・セーター・カーディガンを体調に合わせて着用してかまいません) 

※インナ－は、白のポロシャツや 

ブラウスを基本とします。 

※名札を左胸に必ず付けてください。 

※髪留め（ゴム・ピン等）は黒色や 

茶色など華美でないものとします。 

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                

〇帽子：黄色（１、２年）紺色（３～６年） 

〇靴：白色運動靴（ズック、ひも式、マジックテ－プ式） 

〇上靴：白を基調としたもの（つま先の色は問いません） 

 

１･2年生用黄帽  ３～６年生用紺帽 

【 帽子 】 【 上靴 】 

つま先の色は問わない 

ウォームビズ期間（１２月～２月）における服装について 

〇通学時や授業中において冬服の上から防寒着（ジャンパーやコート類、ジャージ等）を着てもかまいません。

また、冬服の上から体操服の長袖・長ズボンを着るのもかまいませんが、衛生上の観点から、体育の授業

で着用するものとは区別することとします。 

〇通学時には、手袋やネックウォーマー等を着用してもかまいません。マフラーはからまることによる事故防止

のため、できるだけ着用しないようにしてください。 

〇フード付きの防寒着を着用する場合は、危険防止のため、ランドセルと背中の間に挟み込むなどをして目立

たないようにしてください。 

〇タートルネックの服は、華美でないものに限り着用してかまいません。 

〇体育の授業中や校外学習の時は、体操服の長袖・長ズボンの上からジャージの上下を着てもかまいませ

ん。体操服の長袖・長ズボンの上からブレザーを着てもかまいませんが、活動時には脱ぐようにします。体

育の授業においては、必要に応じて手袋を着用してもかまいません。 

 

※通学の鞄については、ランドセルまたは、リュックサック等の両手が空き、両肩に背負うものとします。また、色の

指定はしません。 

クールビズ期間（６月～９月）における服装について 

〇涼しい服装（標準服でない半袖・半ズボン）をして登校してもかまいません。その際、名札は涼しい服装に

付けてください。 

 


